
被保険者証や資格確認書 等を紛失または破損した場合は、ただちに当組合に申請書を
提出し手続きを行ってください。

□ 自宅以外で紛失したときは悪用される場合がありますので、必ず警察への届出を
行ってください。

□ 第三者による不正利用が懸念されるときは、「個人信用情報機関の本人申告制度※」
を利用をしてください。
※紛失や盗難情報を登録することで当該機関の加盟会社（信販会社、消費者金融、
銀行等）が与信審査を慎重に行う制度のこと。

□ 紛失した資格確認書等が第三者に不正使用された場合、健康保険組合では一切の
責任を負いかねます。

□ 再交付後に、紛失した資格確認書等が見つかった場合は、見つかった資格確認書等を
健康保険組合まで必ず返却してください。

□ 被保険者の記号番号が不明の場合は、当組合に問い合わせください。

□ （破損のとき）破損した被保険者証

※申請者の本人確認のため、身分証明書の写し等を添付いただく場合があります。

申請前によくご確認ください

添付書類

提出先

被保険者証・資格確認書・高齢受給者証 滅失・破損 再交付申請書について

お問い合わせ先

APアウトソーシング株式会社 TEL 0120-924-873（PPSコンタクトセンター/メニュー番号２）

フィリップス・ジャパン健康保険組合 TEL 03-6384-2270 info@philips-kenpo.com

APアウトソーシング株式会社
〒162-0825 東京都新宿区神楽坂1-15 神楽坂１丁目ビル
TEL 0120-924-873（PPSコンタクトセンター/メニュー番号２）

Si-helpdesk@apol.jp


